
 

 

 

 

 

 

平成２５年１月２２日 

国際平和協力本部事務局 

 

「スーダン難民に係る物資協力の実施」及び「国際連合兵力引き離し監視隊

（ＵＮＤＯＦ）に係る物資協力の実施」について 

 

標記については、１月２２日（火）の閣議において決定されたところ、概要は別

紙のとおり。 



 

スーダン難民に係る物資協力の実施及び 
国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)に係る物資協力の実施について 

 
平 成 ２ ５ 年 １ 月 

内閣府・外務省・防衛省 

 

 
１．スーダン難民に係る物資協力の実施について 

  南スーダンに流入したスーダン難民の救援活動を行っている国連難民高等弁務官事務

所(UNHCR)からの要請を受け、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（PKO

法）に基づき、テント、毛布等、以下の物品を無償で譲渡する。 

 ・テント（４×４ｍ）   １，０００ 張 

 ・毛布    ２５，０００ 枚 

 ・給水容器（１０Ｌ）  ２７，５００ 個 

 ・ビニールシート（４×５ｍ） １０，０００ 枚 

 ・スリーピングマット  ３５，０００ 枚 

 

 

２．国連兵力引き離し監視隊（ＵＮＤＯＦ）に係る物資協力の実施について 

  我が国要員のゴラン高原からの撤収後も国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)に対し効果

的な協力を行うため、国連からの要請を受け、PKO 法に基づき、次の車両を無償で譲渡

する。 

    ・トラック   ３台 

・牽引車  １台 

    ・被牽引車 １台 

    ・ドーザ  １台 

    ・ショベルカー １台 

  （注）譲渡予定の車両には、武器輸出三原則等にいう「武器」に該当するものは含まれない。 

 

別紙



人道救援物資 

テント 1,000張 

毛布 25,000枚 

給水容器 27,500個 

ビニール 
シート 

10,000枚 

スリーピン
グマット 

35,000枚 

ドバイ 
（備蓄倉庫） 

ジュバ 
（引渡地） 

モンバサ 

地図データ ©2012 Google, SK M＆C, Tele Atlas, ZENRIN, Basarsoft, ORION-ME, MaplT - 

人道救援物資の概要及び備蓄倉庫（ドバイ）と引渡地（ジュバ）との位置関係 

スーダン難民関係 



牽引車（１台） 被牽引車（１台） 

ドーザ（１台） ショベルカー（１台） 

※譲渡予定の車両には、武器輸出三原則等にいう「武器」に該当するものは含まれない。 

国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)に譲渡する車両 

ＵＮＤＯＦ関係 

トラック（３台） 
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